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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和1年10月3日(2019.10.3)

【公開番号】特開2018-119821(P2018-119821A)
【公開日】平成30年8月2日(2018.8.2)
【年通号数】公開・登録公報2018-029
【出願番号】特願2017-9920(P2017-9920)
【国際特許分類】
   Ｇ２１Ｃ   9/00     (2006.01)
   Ｇ２１Ｆ   9/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ２１Ｃ    9/00     　　　Ｋ
   Ｇ２１Ｆ    9/02     ５４１Ｂ
   Ｇ２１Ｆ    9/02     　　　Ｂ
   Ｇ２１Ｆ    9/02     ５１１Ｃ
   Ｇ２１Ｆ    9/02     ５５１Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月21日(2019.8.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原子炉圧力容器を内包する原子炉格納容器と、
　前記原子炉格納容器の内部に配置された、放射性希ガスを透過せず、水蒸気を透過する
放射性物質分離装置と、
　前記放射性物質分離装置により放射性希ガスが除去された気体を排出する排気塔を備え
ることを特徴とする原子力発電プラント。
【請求項２】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記放射性物質分離装置と前記排気塔の間に、湿式または乾式のフィルタベント装置を
備えることを特徴とする原子力発電プラント。
【請求項３】
　請求項２に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記原子炉格納容器の内部の気体を前記放射性物質分離装置を経由せずに前記フィルタ
ベント装置へ送るバイパス管を備えたことを特徴とする原子力発電プラント。
【請求項４】
　請求項３に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記バイパス配管の上流部に、圧力が一定以上になると過剰圧力を開放するラプチャデ
ィスクを備えることを特徴とする原子力発電プラント。
【請求項５】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記放射性物質分離装置の入口部に、粒子捕集装置を備えたことを特徴とする原子力発
電プラント。
【請求項６】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
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　前記放射性物質分離装置の入口部に、よう素捕集装置を備えたことを特徴とする原子力
発電プラント。
【請求項７】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記放射性物質分離装置の入口部に、水素再結合装置を備えたことを特徴とする原子力
発電プラント。
【請求項８】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記放射性物質分離装置の出口部に、チムニーを備えたことを特徴とする原子力発電プ
ラント。
【請求項９】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記射性物質分離装置が、放射性希ガスと窒素を透過せず、水素と水蒸気を透過するこ
とを特徴とする原子力発電プラント。
【請求項１０】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
前記射性物質分離装置の分離膜が高分子膜、セラミック膜及び酸化グラフェン膜のいずれ
かであることを特徴とする原子力発電プラント。
【請求項１１】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記射性物質分離装置の分離膜がポリイミドを主成分とした高分子膜であることを特徴
とする原子力発電プラント。
【請求項１２】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記放射性物質分離装置の分離膜が窒化ケイ素を主成分としたセラミック膜であること
を特徴とする原子力発電プラント。
【請求項１３】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記放射性物質分離装置の分離膜が炭素を主成分とした酸化グラフェン膜であることを
特徴とする原子力発電プラント。
【請求項１４】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記原子炉圧力容器で発生した蒸気はタービンに供給される沸騰水型原子炉であること
を特徴とする原子力発電プラント。
【請求項１５】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　前記原子炉圧力容器で発生した蒸気は蒸気発生器に供給される加圧水型原子炉であるこ
とを特徴とする原子力発電プラント。
【請求項１６】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　放射性希ガスを透過せず、水蒸気を透過する分離膜を備え、
　前記放射性物質分離装置の内部空間は、内部を流れる流体の流れ方向と平行に配置され
た前記分離膜で仕切られ、
　前記分離膜で仕切られた前記放射性物質分離装置の内部空間の一部は、閉止板で塞がれ
、
　前記放射性物質分離装置の底部から流入し、前記分離膜を透過しない流体は、前記閉止
板で塞がれていない部屋の上部から前記原子炉格納容器に戻され、
　前記放射性物質分離装置の底部から流入し、前記分離膜を透過した流体は、隣接する部
屋を経由してベント配管に向かうことを特徴とする原子力発電プラント。
【請求項１７】
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　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　放射性希ガスを透過せず、水蒸気を透過するチューブ状の分離膜を備え、
　前記放射性物質分離装置の内部空間は、内部を流れる流体の流れ方向と平行に配置され
た前記分離膜で仕切られ、
　前記放射性物質分離装置の底部から流入し、前記分離膜を透過しない流体は、前記分離
膜の上部から前記原子炉格納容器に戻され、
　前記放射性物質分離装置の底部から流入し、前記分離膜を透過した流体は、ベント配管
に向かうことを特徴とする原子力発電プラント。
【請求項１８】
　請求項１に記載の原子力発電プラントにおいて、
　放射性希ガスを透過せず、水蒸気を透過する中空糸状の分離膜を備え、
　前記放射性物質分離装置の内部空間は、内部を流れる流体の流れ方向と垂直に配置され
た前記分離膜で仕切られ、
　前記放射性物質分離装置の底部から流入し、前記分離膜を透過しない流体は、前記分離
膜の上部から前記原子炉格納容器に戻され、
　前記放射性物質分離装置の底部から流入し、前記分離膜を透過した流体は、ベント配管
に向かうことを特徴とする原子力発電プラント。
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